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ほしがき

木誌第25蒋 m1i号 (1984年 ii丹）の；Ill稿でほ、東北タイ・ドンデーン集落における

｝岳地貸借と農業共同経営について類型区分した。この場合、第 iに、農地貸借を合む

自作農的家按経常以外の農業経営体をいかに認識するか、節 2に、アンティ。リカー

デアンである H. C.テイラーの地代論を応用して、これら経営体における分配関係分

析を行うことを日的に、多様な概念を設定した。

間堤敏雄氏iま、＊誌第27巻第2号（ 1986年2丹）において中部タイ・ランレーム集

器での誠究結果から、 r (1）相続過轄の3段騎への校讃づけと権利関誌、（2）貿措が

取り結ばれる 2者関係の特質と焚f苦が果たす機能、（3) f借地料Jの性格J（柱。

を読点に、農地貸借を3類型に区分している。そのt!Jでtill椅への批判が行われ、とく

に伝統的土地所有、使用貸培、共同経常の概念について疑問がiむされている。この批

判i土、相互扶助的農地貸借の分析とその農業経営学的認識とに係わる重要な論点、であ

る。また、氏の批判なちびにその所揺する研究グループの構成員が発表している諸論

点については（牲の、従来の東南アジア農村研究では検討されなかった農家家族構

造と士地所有分析に！請する新しい展開方向がみられる。
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本稿では、これらの批判と議点を受けて、東北タイ農村における自作農的家族農業

経営以外の轟業経営体認識論について、理論部＠実証的に検討することを目的をして

いる。そのために、 (1）伝銃器土地所有概念の精激化とその実証、（2）共同経営に期

する理論的・実証的考察、（3〕従来の農地賃貸借と農民屠分解論に関する批判的検討

を課題とする。なお、本稿の実証部分において田坂氏から批判され、かつ承服しがた

い芳子の論点についてお答えし、再度c教示を仰ぎたい。

〈注 1）由坂敏雄 fタイにおける農地貸借の類型と性格一一宮崎猛氏の所設に関連し

て一一j fアジア経済』第27巻第2号、 1986年2月より引用。

（柱 2）田坂敏雄 fタイ農民層分解の研究一一中部タイ・ナコンパトム県ワットラ

ムット行政村の分析－Jl 、1988年3月では、氏の従来の研究がまとめられている。

その中の第i章第I節第2項 F家族構造と相続噴行j でほ、氏の所属する研究グルー

プの構成員である北原淳、宏、木攻、竹内陸夫の論点が要約されている。

I 家族構造と伝統的土地所有

回坂氏l士、その著者（住 1）の中で共同研究グループにおける家族構造と相続慣行

に関する論点を簡潔にまとめている。その論点iま、タイ家族における土地所有に関す

る重要な争点を明らかににしており、木稿の主題のひとつである伝統的土地所有概念

と探＼〈関連することから、まず、その論点を紹介する。

水野浩ーが東北タイ・ドンデーン紫落の調杢から、タイ農村の社会構造を理解する

ための核心概念として「屋敷地共住集団j を明らかにした。この概念の批判的継承を

めぐり、竹内陸失と北摂津とほ兄弟姉妹の財産所有と世帯結合について決定的な考え

方の遠いを示している。

竹内ほタイ家族の基木型を f合同家族j とし、その構造的特徴に以下の点、を挙げ

る。 r l. 権数の境婦の下位の家族単位を合む 0 2.それぞれ下位の家族単位ほ、核家

族もしくは直系家族の形態をとり、それらが摺耳IJの消費生活の単位＝世帯を構成して

いたとしても、 （イ〉それらが一人の家長の下に、きょうだい関係を基礎にして結合

し、 （ロ）共有財産を所有して、 （ハ）一つの箆敷地の中で合同して詰住するような
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家按形態。 3. その持続JUJIMJは不安定で、主に親子関慌が主あるいはきょうだい関誌

が持続するIHIまで（設 2) J。このそデルにより、 f合同家族j たる f犀！設地共住禁

日jj が家族問JUIのある局面として周期的に現象する撰捷と、兄弟姉娃におlする均分相

続n誕の根拠とが芳躍なく説明できる点に、竹内説の特徴がある。また、土地を含む財

産共有が f合同家族の要件のひとつに挙げられている。

これに対して北原ほ、親子の独立i止？？？が結合する f毘敷地共住集団j を f複合家

肢j とし、その特徴に以下の点を挙げる。 r 1. その基礎ほ犀敷地と耕地の来分割に

ある。 2. 屋敷地内での共住と一時貸借関係を主とした共向的機能で結ぼれている。

3. 親が死亡し、犀敷地と耕地の均分相続が完了すると、たとえ兄弟世帯が近接接住

をしていても、共同機能ほ著しく弱まり、稜合家族ほ基本的に分解するJ（柱 3）。

また競の死亡後、近接居住する兄弟、従兄弟等の近親世帯群ほ f近接居住世帯若手j と

呼び、このi吐帯都内の互助関係は共間的というよりも2者関部的性格が強い点で f麗

教地共住集団 j とiま加している。

it原説では均分相続舗を与件として、 f複合家族Jの基礎を相続前の土地米分割状
C-

態に求め、その特撮を共H:J.長一時貸借等の共同的機能と考えている。この場合、土地

所有の性格規定については苦及されていないが、北原説に合蓄されている土地所有観

について（Ill解を恐れず解釈すると、以下のように推定できょう。すなわち土地の情人

的所有を前提とするにしても、均分 ~ti続前の土地未分部状態ほ相続予定者である子供

と境所有者である親との共有にill:い状態である。また、一時貸借等ほ相続に歪る過渡

的土地保有形態であり、 ~g続後ほ兄弟姉妹の個人的所有に分解する。

北原設は、竹内説における親子結合による f合同家族j と兄弟鮪怯結合による f合

同家族j を同一視する失点を指摘すると問時に、調まを地ランレーム集藷の実態にJllJし

て、親子結合による f複合家族j と兄弟等近親結合による F近接居住世帯群j に区別

した労作である。しかし、その結果ほ、竹内説の財産共有論を苔定し、偶人的土地所

有 Fの均分相続制を与件とすることにより、近親結合による f近接居住世帯審判と勝

人結合による f近接居住世帯群J とを区別する明確な論拠を喪失する危険性をもって

いる。

198,J{p ft手順に行ったドシデーン集落の調究結果では、親とその子供による農地共

布（法統的土地所有）がみられ、これら複数世帯による農業共同経常成立の基木条件

となっている（柱的。信統的土地所有をこのように規定する根掬i士、以下の通りで

31 



ある。

第 iに、木集落では親子。克弟姉駄による諜業共同経営が普及しており、この場合

一方の陛1irが労働力のみを提洪する事例が少なくない。この親子＠兄弟姉妹世帯閣を

雇用関係とせずに、ヘットナムカン・キンナムカン（共働共食）（註 5）関係とみる

ためには、当該世帯が農地を共有していると理解するのが最も自然である。この点に

ついては、次節で詳述する＠

第 2に、土地所有権の使用＠処分形態である農地貸借と農地売買をみると、親子＠

兄弟姉妹問におけるそれが少なくない。使用貸借の対象地i士、棄の所有地である場合

が37件中29件と多く、その対人関係は妻からその子供あるいは兄弟姉妹へと貸付ける

場合が29件中23件と多い。夫の所有地や共同購入地の多くは、その他親類や隣人・知

人に貸付けられている（第l表） 〈註的。刈分小作の対象地位、妻の所有地ではそ

の兄弟姉扶へと貸付けられる場合が多く、夫の所有地ではすべてその兄弟姉妹に貸付

けられている。また共同購入地の多くほ隣人＠知人に貸付けられている（第2表）。

農地売買の対人関係を親子・兄弟姉掠を中心とする親類関係と、それ以外の隣人組の

関係とに区分して、それらの件数の推移を窮3表に示している。 1970年代前半まで

は、農地売買件数に占める親類関係の割合が半数前後であったのに対して、 1970年代

後半以降その割合が低下傾向を示している。

以上の表について柱日すべきことは、農地貸借と農地売翼において単に近親者が摂

先されているだけではなく、棄から衰の兄弟姉妹へ、失から夫の兄弟姉妹への貸借と

売買が多くみられることである。夫婦が各自の親から相続した土地位夫婦のがiれかの

所有どなり、決して共有財産とはならない。この場合失の相続1患が妻の親類へ、逆に

妻の相続1告が失の親類へと移動することは、借入的土地所有を前提とすれぽ可能なは

ずである。しかし、実際 ζ の事例ほ極めて少ない。これほ、本集落における夫婦問の

結合が脆弱であるためと考えるより、土地所有が個人的所有とほ異なるためと思われ

る。すなわち、たとえ個人が相続したとしても土地の使用・処分については、その個

人が践する親族組織（注 7）の意向が、個人の伴侶のj語講よりも優先されるのであ

る。それゆえ、相続された土地についてもその所有権凶器族組織に帰属し、その共有

財産であると考えられる。ただし、夫婦が結婚後に共向購入（スーンムカン）した土

地ほ、両者の共有財産であり、この摂りでない。

第 3に、農地相続の特例をみると、先妻と死別》、後妻をもらった調査農家の場
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合、先妻が相続した農地 l1. 5ライはすべてその銀世帯に相続されている。夫に残さ

れた農地i土、結婚後共同購入した農地 5ライで為る＠このように親族組織の共有農地

培、その構成員の伴侶に対しても相続上の第号表対抗力をもっている。

w4に、農地貸借についてみると、親子。兄弟姉妹！日iにおける農地貸倍は、この｛自

の農地貸借と比較して契約の存続期間が長〈、小作料が無料か、あるいは低い場合が

多い。たとえば使用貸借のうち棄がその子供に貸付ける場合、契約の存続期間が7年

以上で、ある事例は 19件中 12件と多い。その中でも 17年以上契約が継続している事例は

4件にのぼる（第l表）。兄弟姉妹簡の「刈分小作j の場合、契約の存続期限が7年

以上の事例は4件あり、それが3年以内の事例もすべて契約継続中である．これに対

してJこの他の声j分小作の場合、 7年以上の事倒はi件のみであり、 3年以内の事例

14件のうち7件iますでに契約が終了している（第2表）。また、小作料率については

兄弟姉妹rmの f刈分小作j の場合、 33%が多いのに対して、この他のJむj分小作では50

2が多い。

小作制度に関する行政指導のない木集落において、親子・兄弟姉怯閣の農地貸借に

ついてのみ上記の農地所有権制践が自動的に行われていることは、当該農地が僧入所

有下にあるとは考えられ難い。それゆえ、この点も親族組織にぢける農地共有を裏付

る根拠である。

第 5に、農地売買についてみると、親子・兄弟姉妹結合による親族組織内で取引き

される場合、農地売却希望者がその所属する組織の長に相談し、その長が当該組織内

で農地購入希望者を選定する。そこで形成される農地価格は、通常の売買地価に比較

して揖めて低い場合が多い（第1図）（性的。近親者による所有権の擾先売賞受権

と、その場合の低農地価格も、農地売買における農地所有権制限であり、この点、も親

族組織における農地共有を裏付ける根拠である。

以上、竹内説の親子・兄弟姉妹による財産共有説を支持して、北原説の相続前来分

割状態 2 財産共有論でほ把えられない伝統的土地所有の特徴について述べてきた。そ

の趣胃i玄、とくに兄弟姉妹間の農地貸借と隣人・知人間の農地賃貸措とを区別する積

権的論拠の呈示にある。

ところで、沼坂氏もランレーム集落における調杢から、親子間使用貸借（ハイ・タ

ムキン）、兄弟姉妹rmr刈分小作j （ハイ・ドゥレー）と隣人・知人IIJJ刈分小作（ハ

イ・チャオ）の農地質増3類型を検出している＠この場合、前2者の類型でほ隣人・

J;] 



品. ;t 

rJt；λ処！ミあげ3
オ〈出向~

<, I'・ <7号 ｛九 ＜7 /I- < 7 I <7 rP- 'fo 'I／今
－ ーω 一一一・…－－－－－ ----* 

’ ・一

一一一ー一一一一一一一一日一…一直司＠ー…一一一一一ーョーーイ悶一一

一一司令一一一一…ーー…ー一一－ －－…一一一ー…一ー一一一一一一日宇一一一. • .・
・・．サ

. . 

ヂーー ー 令今 4・守守合命ゐ令…一 …－一一一一一一一一一一一－－……一一一手一一一一ー一一一一ーや………今守一一ーや守＂一一一一一

.. 一 子 守ド合 守司守~ ・・－時守号守・一－ ......日企司令山司一・－ー－－’一今…一一一…ーー今島勾ー ー….・ー‘一一一一ふ司一ー一回＂司・ーーゐ句 F 可.....ー一一日ーーー”ーー…－・・－－・・－・・・一一

一 一 一一一一 一 ー’一一ー， u 一一一…ー守一ーョー…－・‘一牟...令守・・・－・・・ ..民牟守⑤守………ι。一一一一一一一一一一一一…ー一一一一…ー…ーー一一…司

令一 ー 一 一e •• 一一一 ー一一一合均....合問守一ー…一日…命令.......一一一一一一

ー今一 . 句 会 令 ヨーゐ。争号令守守＂ゐー－ー…一 …… 守山一向日日υ 一一一 一守“φ 守守一吋・一一一一目…一一…一－a今合町一ー一々...－一一..ーーィ....キ即日一一＂会令＂一一一

Wx:!O、？

． 令～占令，ム今歩 一今一一－今－－一－一一…一一－－一…日一‘…一一一一 寸F苧－今寸＂守＂.幹 ι』‘一守＂一－ 一一－寸P一｛一日一一e今寸』－…貯一匂』F 一－－－－－宇一苧一令

" .. 今 －千 一一一も一 一 －吋P 寸』...一－－．一司一一一－一一一一一－－一…一 一…ι...... 今宇 . "'. －一一一－一－－一－一宇．－守 E守宇‘－一－‘＂一 Fー令，，.... ーーも’ーー一一一・ー一手司‘ーーー一一一

ー一 一 ぃ一司日一ーーー…一一ー 一一一 一一九ー争ー 今F’ーィ＂・ー 今“ー一一

一一一一一一ー令ー一ー一一一一ー一・ー一一一一一一一一一一寸＂ ιp，ーーー一一一－一一一一一 一一年

－ e今. 』ミ ーーーーーー‘4』切除← e ’一＂ー も匂込ー一ー．司ー 今もヂ 今一－一 ・今 ...ーー－ .・ーι込‘＂ 白色

ー ー－－ ....ιP今会与会キー一ー令 ーキーキ 号令今一ー，.ーーー今ーも予ふ』ー・ ー‘’一ーィp ..』 一一号一 ι号令今ー ー－ . 守』今

ゐ……－ …＂ 司令令 守ーー… 一一一一宇.... 浄会噂 匂日． 会合ゐ＂‘ーゐ向 p －一一ー今，司会・ーー ＂.ーー φ…........守＂一一一一一

ヂー......い日 山 一－ . 、一 一予ーゐーーーマー0・ー命令＂ー’ －－今一 一一一一 ♂ 4・・ーョー一日A“お…守e・.........手守号待一一一日ι・・・・－…ぃ一日向日一一叩

‘ ー.....－ー....一目白山町一一・ーー－ ...，ー・ー一一寸..・...－ーーーー・ E司・ーー.........可



知人1111メJJ分小作に比較して、小作料水mtま決定的に低いことが強調されている。ま

た、！日！集落における農地売畏について分析して、親類Ill!における農地売賓と ζ の他の

農地売翼との性格的差異を明らかにしている〈設的。これらの分析結果ほ、中部タ

イでも親子・兄弟姉扶！日iの農地貸借や農地売買における農地所有権Wl棋が、木集落と

同様に観察できることを示唆しており、住自に備する（柱10) C 

しかし、氏の場合、農地移動に1づける所有揖市j慢の理論的根拠を、北原説と向棋に

相続前来分割状慰が農地共有意識をもたらす点に求めている。すなわち、 f均分相続

性lまキョウダイによる共同相続を前提にし、この共同相続i士、家族財産に対する f共

有j 概念と結びついてJ( tl:11) おり、この財産共有意識が f農地の貸借や売費にあ

たっても、近親の問で共同保全しようとする摂向を生み出す＠（往12) Jとしてい

る。ところが北原説に従えi王、均分相続終了後における兄弟姉除問！の農地賃借や農地

売翼の場合、 f複舎家族j iま基木的に分解しているわけであり、財産共有意識ほ消滅

していることになる． ζ のように考えるなら、均分相続終了後における兄弟姉株！聞の

黒地貸借と隣人・知人！日！の農地賃貸借とを区別する論拠ほ、氏の場合作iに求められる

のであろうか. c：教示をお願いしたい．

とζ ろで、上述の伝統的土地所有が適用できる土地ほ相続地についてであり、しか

も水悶や葉踏の自給的襲業生産に供ざれる土地について顕著である．これに対して、

Ff'Ij品作物が栽培される都地についてほ摺人的土地所有がほぼ適用できる．すなわち、

木集落でほ新！日の土地所有形態が混在してみられ、それほ相続地か共同購入1をか、自

給生産のための農地か商品生産のための農地かにより異なる．

また、伝統的土地所有下の親子!Ml共同経営と兄弟姉怯！日j共同経営をいかに区別する

かがm1簡である。 ζ の点を次に検討する。

（住 I）倒壊氏前掲習参照＠

（住 2）竹内墜うた fタイ家族の構造j 、神戸大学社会掌研究会 f社会学雑誌J2号、

1985年より引用．

（注 3）北原淳 f原敷地共性集部と集落の社会史j 、 fアグア経務J28巻11号、 1985

年ii月より引用。

（性的ドンデーシ繋落における伝統的土地所有と農業共同経営についてi士、知i積

f東北タイ農村における農地貸借と農業共同経替に関する経務分析j 、 fアグア経

乍0



済~ 25巻 11号、 1984年ii丹参！！も ，［笠剤、

（住 5）現地語でヘットナムカン・キンナムカン（共働共食〉とIIヂiまれるを議開封i舎

を、水野が f犀敷地共住集団j とllj.んでいる ζ とは、下記の文献等で明らかであるe

水野浩一『タイ農村の社会組織J:fl!J文社、 1981年。ロ羽益生＠武邑肖彦 ff麗敷地共

住集団j 再考j f東南アジア研究J21巻3号、 1983年12月。

（性的余集落では、使用貸借をハイ・プラオまたはハイ＠ヘット・スース｛無料貸

与）と呼ぶ。また、メJJ分小作をパン・ハイ・カン（耕作者が労織し、収穫物を分配）

あるいはヘット・パン・カン（！司義）と II手び、定額金約小作をハイ・サオ｛実質）、

サオ・カオマ（貸借）と呼んでいる。対人関採についてみると、使用貸措とパン・ハ

イ・カン CrメJJ分小作J）とは近親i習で契約される場合を苦い、定額金小作とヘットー

・パン・カン（メJJ分小作）ほ近親以外で契約される場合を言う。

（性 7）親族組織とは、竹内降、失が言う f合同家族j と！可識である。この場合、財産

共有の対象となる農地ほ格統地に限定され、共同購入地iま験外される点、は後述の通り

である。

（柱 8）木集器における水回、期地、葉間の農地髄格の変遷とその要留についてほ、

jfl＼稿 f東北タイの農村と農業一一都市北の彰撃事を中心にして一一一j 関西農業経済学

会『農林業問題研究J22巻 l号、 i986年3 月参照。

（柱 9）ランレーム集器における農地質般と農地売買については、 tEJi度前掲稿および

jJ!j掲露参照。この場合、農地質諮契約の存続期間に関する分析と、親類間あるいは隣

人他rmにおける農地締格水準に関する分析が不明瞭である。

( H:10）中部タイのこの他の地域でも、兄弟姉株関jf農地賃貸借j と、その地親類あ

るいは他人間農地質究借とにおける小作料水準が異なり、前後が後者に比較して低い

ことが明らかにされている。この点については、 JIJ(lJ・原・加熱・問中・福井 f中部

タイ稿作農村の経梼変容j 東京大学東祥文化研究所報告、 1986年3月参照。

'{../ 



I I 共同経営と経済単栓

掠祥之介iま、東南アジア研究における経務学審の中で最も正統とされるイ曹人主義的

分析方法でほ、農民・農家簡における相互扶助的諸慣行が、分析パラダイムに入って

こない限界性を指摘している＠また、東南アジアで広範囲にみれらる fコミニュケー

ジョンにもとづく領人間での共有規範の成立Jに柱自し、経済学における f潜在的な

課題j に接近する重要性を強調している〈註り。

本集落における農業経営をみると、偶人的土地所有を前提として、経済単位を単一

の農家世帯とする従来の個人主義的分析方法の通用可能性について、強い疑問を抱か

ざるを・えない．借入主義的分析方法の前提となる個人的所有の適用可能性について

は、前節の伝統的土地所有論においてすでに検討した。それゆえ、木簡でl土木集落に

おける農業経営単位と、鴇費経済の単位である経務単位とについて検討する（住 2

）。経済学でほアダム・スミスの言う r経済人j としての側面を、他の人間的諸側面

から分離・独立する認識方法をとるのと同様に、農業経営学においても、農業経営を

持続的な純収益の最大化を日的として継続的生産を行うために、経営要素（土地、労

働力、資本）が沈下国定した永続的組織体をみる。この認識方法iま家族農業経営のお

いても適用され、農家における消費経務面と所得経済部とほ蟻念的に分難され、所得

経済の一部である農業経営が独立して検討される。捜数の農家が経営要素を提供して

単一の経営体を形成し、生産からi収益分配、経営の危険負担まで共同で行う農業共同

経営についても、この点、は向様である。（注の

ところで、わが留の農業共間経営ほ所有と経営および労織と資本が来分離で、かつ

営利を目的とする自作農を対象に検討されており、その定義は経済学の個人主義分析

方法と問様に、土地と資本の個人的盛誠容所有と個別農家間の人間関係が近代的である

ことを前提としている。すなわち、共同経営にほ経営要素の結合体である経営体的側

部と人的結合体である組織体的側闘とがある．前者でほ、全参加i農家による土地ある

いは資木の出資とそれに対応する収益分配に、また後者でほ、経営の意思決定が構成

員全員により行われる点に、共同経営の特慢がある。

前述したように、農業経営体を出資体である消費経済から独立した経営要素の組織

体として把握する場合、出資体に布ける経営要素所有と経営体における資産所有とほ

分離して考える。それゆえ、共同経常についても、出資体である農家世帯における経

<i£.2-



常要素所有と経常体における資産共容とは区制する必要がある。わが国の農薬共向経

営では、出資体における経営要素の摺人的所有と経営体にお汁る資産共有と法託研iで

きるし、この場合、全参加i農家による土地あるいは資木の出資が、経営体に誇iする資

産共有とその構成員による共同意思決定の基礎条件となる。

f犀敷地共住集！ヲIJの基木的性絡が、屋敷地を共にする点に跨かれるべきではな

く、農業共同経常にあることはすでに切らかである（柱針。木集議における共同経

常l土、出資と経営が来分撲の段階にある。この場合、出資体における経営要素所有c

経常体における資産所有とは同じものである。また、出資体における経営要素の所有

形態が、経営体に布iずる資産共有とその構成員による共！可意思決定とを規定してい

る。それは、親子・兄弟姉株の接数社？？？により組織され、以下の特徴をもっ。

部 1に、親子・兄弟姉妹でほ農地が共有されており、この点が共同経常成立の某礎

条件である。

第 2に、黒敷地を共にする親子・兄弟姉怯世帯により共同経営が営まれる場合が多

いが、毘敷地を異にする当該 II!:{If I百jで共同経営を行う場合もある。

第 3に、共同経営には全国共同経営（ヘットナムカン・キンナムカン＝共働共食

）、共働捜部分共同経営（ヘットナムカン・パンカン 1 共鮪分配）と農地貸借塑部分

共同経常（パン・ハイカンロ労働分配）の3報類がある。全罷共同経営ほ、主として

親子間でみられ、その対象作目 i土木穏作、僻作、野菜作、高産のほぼ全農業部門に及

んでおり、その生産物は各世帯！日！に分配されずに、共同で保管・消費される。これら

世帯！日iでほ、貨幣経済聞を除いた消費経済について部分共同関係がみられる。これら

世帯における経営要素提供関係の特捜は、原則として、参加世帯が労働力を提供し合

うことである。共働翠部分共同経営ほ親子および克弟姉縁関でみられ、その対象作B

i土木稲作と賠作である。この場合、参加世帯における消費経済単位ほ各々独立してお

り、収穫物lま分寵される。これら世帯における経営要素提供関係の特君主ほ、参加世帯

が労働力を提供し合うが、土地は、いずれか一方のi任前がtU更する ζ とである。農地

質！詩型部分共同経営ほ兄弟姉縁関でみられ、その対象作目 i玉水稿作と封II作である。消

費経済単位ほ共働型と同様に、参加世帯それぞれが独立したいるが、経営要素提供関

係は、一方が土地のみを出資し、他方が労｛効力を提供する点に特散がある。

第 4に、家族周期に対応、した共同経営の展開方向i士、金面共同経営→共働型部分共

同経営→農地貸借型部分共間経営が支寵的になりつつ持るものと推定できる（住 5

り
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療と同様に fコミュニケーショシに基ずく領入閣での共有規範の成立に注目するj

It号、木集落でほ親子・兄弟姉鎮の複数世オ脅か与形成される農業共同経替がみられる。

この場合、 fコミュニケージョン J r/)範館i土、これら世帯による土地共有にもとづ

き確定される。

しかし、共同経営ほ必ずしも親子／ゐ兄弟姉株関係にある全世帯を対象とするわけで

iまない。木集落でほ、土地の厳格法均分相続が多〈ないのと同様に、共同経営ほ農業

経営に沈下回定している当該世？？？に限定されている。また、全面共同経営と部分共同

経営における消費経済単位ほ、 dのように藍加できる。ず・4でほ、参方山帯全体の平

均農家所得に占める共同経営からの平均農業所得の割合切~60% 近くにのぼり、消費経

済ii'iiにおける部分共附みら4ることから、その単t九当該共同世帯集団となる。

これに対して後者でほ、参加世帯の平均農家所得にL占める共向経営からの平均部門

所得の割合ほ 10%以下であり、消費経務面における共同関係が希樺化していることか

ら、世帯がその単位となる＠

（住 1) 原祥之介 f東甫アジア農村社会論一一地域研究と経務理論j f東洋文化J63 

号、 1981年4月参照。

（柱 2）木集落における農家経済分析に当り、借入主義的分析方法の適用可能性につ

いては、原と同様の問題意識をもっている。しかし、木稿での主題はその農業経哲学

的考察にあり、摺人主義的方法についても農業経営に関連する部分に摂定して、批判

的検討する。なお、同様の問題意識は前掲拙稿（『アジア経務J）において述べてい

る。

（柱 3）農業共同経営を合む農業経瞥体の認識論については、拙稿 f会計主体論と経

営体認識の諾類型j 京都大学農業簿記研究施設 f農業計算学研究J17号、 1984年10丹

参照。

（柱りこの点については、ロ羽・武邑前掲稿および前掲拙稿 crアジア経済J）参

照。

（住 5）木集落における家族周期に対応、した共同経営の接関と、その中での自作農世

帯、刈分小作世帯、〉むj分地主世帯等の位置付けについてほ、者11稿 f親子喪業共同経営

と相互扶助的声j分小作に関する比較研究j 関西農業経務学会 f農林業問題研究J21 

巻2号、 1985年8月参照。
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I I I 共同経営と農地賃貸借の展開事例

前簡で検討した農業共持経営の経鴇単位とその展開方向、および前々節で検討した

伝統的土地所有の特徴の一部について、具体的事例にもとづき実証してみる φ

共同経営の展開事例！は、姉株iま帯における全i話i共同経営→共働型部分共同経営→

農地質措型共同経営の展開事例である。親による子供への統制力の弱化に対応して全

面から共働型へと、さらに親の死亡後、農地相続完了を契機に共働壊から農地質借型

へと共同経営が展開している。この場合、部分共同経営の対象農地ほ;tmであり、そ

の所有権ほ締怯の符（共働基空）あるいは、末娘（農貸借型）にある。この事例ほ、相

続完了後でも締娘rm共間経営が継続されていることから、これら複数i世帯の瓦W1関係

が2者関係的というよりは、共同的性格が強いことを意味している。またさを部共同経

営の段階では、これに参加する接数世帯が単一の消費経務単位を形成するのに対し

て、部分共同経営の段構では、その単位が各世帯に分化する。抑えi王、 No. 106 t士夫

}jの母方、ち；永田9 ライを相続することにより、 NO. 76との全部共同経営を解消してい

る。

共同経営の展開事例2でほ、共i可経営対象地Jtーの所有者が削.20の母とNO.12 7の父

であり、両者ほ姉弟である。この事例では、姉弟結合を雨量に全前iと共機型の共同経常

が展開しており、姉弟関係が単なる2者関係でないことを示している。また、全部i土

競子部iで、共融事（tま姉弟1111あるいは叙父賠!Illで形成され、これら共同経営形態が当接

続旗開における謹正な農地配分のために相互補完している。

共同経営の展開事例3は、単一陛f告の所有農地であっても、父の所有地と母の所者

j色ではその取扱いが異なることを示している。にの場合も、全miから共働型へと共同

経営が展開した事制であるが、父の所有地（水田 4.5ライ）は当初から親子による共

働理部分共開経営として行われている。これに対して、母の所有地ほ当初全碩共同経

営で狩われていたが、その後期地の一部と！司様に木間の一部が使用貿信へと変化し、

この持点で全部i共同経習は終了する。さらに、使用貸借の対象水倒と提来の父の所有

地とを合せて共働型部分共同経常が行われる。単一！世？？？における父と母の所有地の異

なる取扱いは、必ずしも所有者木入あるいは、その伴侶の輩、！会！のみで農地の使用・処

分が決定されないことを示している。

共同経営の展開事例4t土、事例lに示したNO. 106 と関連する飽の共同経営を示し

if 



ている。この中には、今国議査できた隣入踏における共働型共同経営の唯一の事樹が

含まれている。この事例の或立動機iま、共間経堂に参加する NO. 158の近親からNO.I

08が対象農地を購入したことであり、対象農地法夫婦がその使用・処分について自由

栽景できる共同購入地である。

以上の共用経営展開事例から、農地相続後の兄弟姉妹関係が単なる2者関係ではな

く、土地にもとづく親子関係の延長上にあることが明らかである．これら世帯は全商

共同経営終了後、消費経済面と所得経務部のうち貨幣経梼とでは世帯を経務単位とす

るが、そのことが農地の使用・処分に関する共同機能を弱化させる誼接的要閣とはな

らないことを、各事例ほ示している。

次に、兄弟姉妹の農地質f詩型共同経営と隣人・知人の農地多賃貸借について代表事

例を検討して、当事者間の性務的差異を明らかにする。

共戸j経営の展開事例2に示したNo. 20とN0.21による隣人間jlj分小作について、そ

の利用状況を農地賃貸借の展開事例1で示している。 jlj分小作地（水間11ライ）の契

約期間ほ 1980年から5年間であるが、当初3年間N0.21が単独で耕作する刈分小作世

帯であった。 1982年にNo.23の母親が死亡し、同時にその所有木田 10.5ライが娘3入

に3 . 5ライずつ均分相続された。このII争点でN0.23の4女夫婦の自作地が縮小したこ

とから、姉妹世帯による全部共同経営が開始され、その対象地にほj!J分小作地も合ま

れている。このように隣人・知人間農地賃貸借でほ、契約期間内における小作入の臼

，，，な小作地利用権が確保され、地主の意、関にほ関係な〈姉妹開共同経営の対象地に変

更することもできる。倍統的土地所有が親子・克弟姉駄閣における土地の使用・処分

について厳しい相互規制があるのと対照的に、隣人・知人間農地賃貸借は2者関係的

性格をもち、地主・小作関係にある．

地主・小作関係と農地貸借翠共同経営を識別する根拠を、農地賃貸借の展開事例2

と3が示している。一方でi士、末娘夫婦と同居しながら次女世帯と全蕗共同経営を行

う妹世帯（N0.3）を、他方でほ、夫が死亡した姉世帯（No.33）を事例2に示してい

る。当初丙世帯ほ、水田8 ライで奥地貸借翠共同経営を行っており、その f小作料

率j iま40%であった。ところで、この時点における姉株簡の土地共有意識は、 No.3と

No.83 における親子間の土地共有意識より弱化している。それゆえ、 1982年以降No.3

はその他親類関係により小作料率の抵い刈分小作契約（33%）を誇0.159と結ぷのに対

して、 No.33 Iま隣人間採により小作料率の高いjlj分小作契約（50%）を No.303 と結ぶ

1も



ことになる。すなわち、姉世帯iま〉むj分地主世帯へと展開し、妹世？？？は親子結舎による

全面共同経営を強化するために農地質構型共同経営を解1脅して、その鵠親類鴇採によ

る声i分小作を選択したわけである。

！司様のことは、事例3 についても該当する。親が子供夫婦をJ翼民jするi註系家族世帯

である No.71と、夫が死亡したその従姉怯世帯（ No.72）の展開を示している勿 No.72 

iま締役firと農地貸借型共同経営を行い、その f小作料率j iま40%であった。事例2と

問じ〈、 1983年以降、失が死亡した No.72t土 jJJ 分地主 i世帯へと展開し、その他親類™I

｛系により小作料率が同じカj分小作契約（40%）を No.71と結ぶ。他方、 i車系家族世？？？で

ある No.71iま親子結合による農業経営を強化するために、知人やその他親類関様から

小作地を集積する必要がある。この場合、知人からは小作料率50%、3年間で契約し

ている。

以上、木集誌における農業共同経営と農地質貸借の展開のうち、代表事例を検討し

てきた。ここでH：蒸；すべき点i士、前者でみられた家接持｝携に対応する親子・兄弟姉妹

結合による共同経常の展開と、後者でみられた隣人・知人やその偽親類結合による農

家階鰐の分化とを混同してはならないこである。社会学的調賓と土地所有の性格競走

なしに前者を判悔すると、一見、地主・小作関係あるいは農業労働者と採用者の関係

と誤解する危険性が高い。また、単一世帯を消費経務単位ーと考えられない家族周期の

局面があることから、個人主義的経済分析桧では事態が充分に把握できない恐れがあ

る。木集誌における共同経営の展開ほ、 ζ のような分析方法の限界を示しているもの

と器われる。

I V 共同経常と農家階層分化

出jffl1で述べた共同経常と農地賃貸借償問事併について、共同経営に参加する兄弟姉

株社帯！問の農家所得較接および農地賃貸借における地主！肘；？と小作世mとの喪家所得

格差を、第4表に示している。このうち、共同経営の展開事例4にある No.106 と N

o. 156 の隣人間共lffl捜部分共同経常を、疑似兄弟関係として第4衰の兄弟締株間に合

めている。全i咋戸i経 常 に 剥 け る 親 子附｛Irについては、 2 聞 をひと つの経榊

｛をとして家族員1人当り農家所得と異業所得率を計葬ーしている。

1市七 年？



共開経営に参加する兄弟姉妹世帯の農家所得較差ほ、極めて小さい。 4事例の平均

健をみると、低所得農家のi人当り農家所得を iとした場合の高所持農家のその割合

法しゅである。これに対して、〉時分小作における地主世帯と，J、作世帯との喪家所得較

差i土、比較的大きい。 3事例の平均地をみると、低所得農家の1人当り農家所得を1

とした高所得農家のその割合ほし85である＠

第4表と同じように、木集落の家族周期の各局部（柱。における最低所得農家・

集団と最高所得農家・集部との農家所得較差をみると、全韻共同経営（子供世帯によ

る労働力、葉顕の提供）局面の場合最も較差が小さく、 jJJ分小作世帯局面におけるそ

の較差が最も大きい。前者の較差lま1対1.57であり、後者の較差ほ、 i対5.81であ

る。家族周期の同一局躍における世帯・集団簡の関係ほ、隣人・その抽親類関舗が中

心である。それゆえ、親子・兄弟姉妹 結合による共同経営ほ、当該i世帯問における

農家所得分配を平等化する原理により運営されており、この限りで農家階層分牝を抑

止している。これに対して、隣人－・知人やその他親類結合による農地賃貸借it，農家

時帰分化を促進こそすれ、抑止することほ少ない＠

共同経営形態ほ家族周期に対応して変化するが、そこに貫撤する原理位、農外就業

機会の拡大や貨幣経梼の浸透を所与しても、農業費要員配分と労働機会の世帯問均等化

をi濁り、農家所得分配を平等化することにある。また、共同経哲の社会的役割として

人口増加を普景とする旺？？？数増加にもかかわらず、農業経営体の増加を抑摺iすること

が挙げられる。この場合、労働集約化による農業生産の拡大が前提となる（住 2）。

木集落におけるこの 17年間の人口増加率段、他地域への関括移住や都市への人口移

動等竺よJJ-L85% と少ない。しかし、過去30年間にわたる死亡率の減少と、この何年

----tl内に起こった顕著な出産率の減少により、人口の年令構成lま大きく変化した．その

結果 15～35才の年令漕が顕著に増大しており、その多くは若い世帯主とその棄であ

る。過会17年間に世帯数ほ人口の3f；去の率で増加してきた（柱 3）。

木集落でほ 1970年代になってから兄弟姉株の部分共同経営が増加しており、この時

期の農地賃貸借ほ少なかったことから、世帯数増加が経営体増加に直結していなかっ

たものと考えられる。それゆえ、農家階層の分化も限定されていた。 1980年代に入っ

てから榛人・知人、その他親類間裏地賃貸借が急増している（住的。一方でほ、農

外就業機会の拡大と農業における期品生産の拡大が要問となり、他方でほ、患地賃貸

借や農地売買により世帯数の増加が経営体の増加に車結する場合、喪家階層分化が顕

tι2 



薯となる。

奥地質穴f誌の塙合、当事者HHの相互扶W1を主詩的をするわでほなく、労働や土地問

役などの生搾要素が当事者笹mにおける所得最大化を F:I僚に再配分されるよう磯能し

ている。ここに:!is.って、伝統的土地所有と偶人的土地所有、共同経常と農地賃貸借の

まゥた〈異質な士地所有と農業経常形惑が共存を余1誌な〈されている。木集落でほ徐

々に検挙？の1tmが高まり、農家隈鰐の分化が進行してい〈ものと挽定される。

( H: I）木集誌に坊ける家肢問問！の各局面とその謂尭農家精嬰についてi士、 ；）/jt母JIii稿

（『農林業f/¥J期研究J21巻2号）参照。

( tl: 2）クリフォード＠ギアツ l士、前近代的土地所有である f共同体的所有j と労働

険会およびmm分Fむをめぐる f摂関の共有j 慣行を芸木精念として、ジャワ典村に狩

ける「インポリューショナルj な農業生産の展開をそデル化した。 L,：がし、 ：￥アツ説

にほ賎家兼業JI文人のJM/Jnと典家賠帰分化を分析する視点が失落していたと；It、同されて

いる。

木禁誌に的！？るほとんど変化がみちれないが、野菜作、知！作と市戸告についてほ労持

集約化が進んできた。それゆえ、木集落における伝統的土地所有と共同経常に関する

考え方ほ、ギアツ税のいくつかの粍念と類似している。しかし、木集燕でほ農家の通

勤兼業機会も拡大しており、県家の階層分化も進んでいる＠と〈に検事のi時間11ま、偶

人的土地所有と地主・小作関係論からfE掘されねiまならないと考えている。

な旬、ギアツ税cその批判についてほ、 Geertz,Clifford ”Agricultural 

Involution: The Process of豆cologicalChange in Indonesi a”Uni v哲rsityof 

C担iifornia Press, 1983.と加納啓良 fグャワ農村終許史研究の現時衰換j fアジア

民訴J20巻2号、 1979年2月参照。

（性 3)* f集落の人口に！芸！する動態分析についてほ、 Fukuillayao’Population' 

fl. Fukui, Y. Kaida and H. Kuchiba ”A Ri c君勾Growing Village R坦Tisited: An In 

tegraled Study of Rural Development in Northeast Thailand” 京都大学東市アグ

ア研究センター 19851ド参照。

( iJ 4）木集落における興地質究措の民間についてほ、前掲w，稿（『農林業問題研

究j 2 l巻2 号）参情。
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